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「働き方改革」に関する事業主の皆さまからの相談窓口として 

 

 

 

 

 

          

 

            

 

            

＜相談窓口＞   

高松市番町２丁目２番２号  

高松商工会議所会館 5階 香川県経営者協会内 

 Ｔ Ｅ Ｌ :  0 8 0 0 - 8 8 8 - 4 6 9 1   

E m a i l  : soudan@kagawakeikyo.jp 

 

  

 

 
 
 
厚生労働省及び(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構では、障がい者雇用への理解と関心を深めるとともに、障

がい者の職業的自立を支援するため、毎年９月を「障害者雇用支援月間」と定めています。障がい者の方が一人

でも多く働く場を得られる社会の実現のため、皆さまの御理解・御協力をお願いします。 

相 談 無 料 

非正規雇用労働者の 

処遇改善どうすれば？ 

36 協定について教え

てほしい！ 

長時間労働の 

上限規制への対応や

労務管理は？ 

活用できる助成金 

が知りたい！ 

個別相談 

企業訪問 

常駐する専門家（社会保険労務士等）が事業主からの来所、電話、電子メール

による相談に応じます。 

企業訪問による個別支援を希望する事業主に対して、専門家を派遣し相談支援

を行います。 

出張相談会 商工会議所等と連携してセンターの出張相談会を実施します。 

セミナー開催 商工会議所等と連携して働き方改革に関する無料セミナーを開催します。 

「業務改善助成金」は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援することで、「事業場内最低賃金（事業

場内で最も低い賃金）」の引き上げを図る制度です。 

＜概要＞事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、設備投資（機械設備、ＰＯＳシステム等の導入）などを行

った場合に、その費用の一部を助成。 
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